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緊急事態宣言解除に伴うお願いについて（協力依頼）

５月１４日付けで小松市から「国の緊急事態宣言解除に伴う保育所等の対応につい
て」の依頼書を受けました。国の緊急事態宣言が解除されましたが、今後は、新型コ
ロナウイルス感染の長期化及び第２波が予想されることから、こども園といたしまし
ても引き続き感染拡大防止対策を講じていきます。
つきましては、新型コロナウイルス感染防止のための「こども園の対応」内容は、

下記の通りです。

記

１ こども園再開について
小松市内の小・中学校の通常授業再開が６月１日（月）からとなりました。こど

も園としましても、学校に準じて６月より通常の教育・保育活動ができるように環
境を整えつつ、再開をしていきます。

２ 家庭保育協力の継続
保護者の皆様には、仕事の関係がおありとは存じますが、お仕事が早く終了、或

いは、お休みの場合は、家庭保育のご協力を引き続きお願い致します。

３ ご家庭との連携について
①朝、登園前の検温は継続してください。体温を健康観察表に記入してください。

②37.5℃以上の発熱、または明らかな呼吸器症状（咳やくしゃみ、喘鳴やのどの
ぜんめい

痛み）などがある場合には登園できません。また、当該症状がおさまってから
24時間が経過するまでは、登園できません。

③送迎は、正面玄関ホールでお願い致します。

④職員は、検温・消毒・清掃等の作業を継続していきます。連絡帳の内容は、必
要最低限になることもあります。

⑤職員は、体調不良がある場合には、安全を考慮し自宅で休ませます。その為、
職員配置について、担当外職員が担当することもあります。

⑥行事など、人が大勢集まる行事は中止または卒園式や入園式の様に簡略化せざ
るを得ない状態です。現在の状態が続きますと、園行事についても考慮しない
といけないです。引き続き、園だより等でご案内を致します。

⑦咳やくしゃみなどの症状があるお子様は必ずマスクをご着用ください。咳がひ
どい場合は、熱がなくても様子をみながらお迎えをお願いすることもあります。



４ 当園において感染予防の為に実施していること
①お子様も職員も、「手洗い」特に手指の消毒を徹底しています。
②職員は出勤前に必ず検温を行っています。また、お子様についても適時検温を
しています。
③関係者以外の園内への立ち入りを制限しています。
④職員は、園内ではマスク着用を徹底しています。
⑤３密状態を避け、換気等に努めています。
・1時間に5分程度、窓を開けています。
・天気の良い日は、外で遊ぶことをしています。
・生活環境の改善に務めています。
・食事（給食）時には、間隔を空けて座り、整然と食事ができるよう心がけて
います。

⑥園長も職員も日々の不要不急の外出を控えるようにしています。

今後とも、このようなお知らせをすることもあろうかと思いますが、どうぞ目を通
してください。新型コロナウイルス感染予防対策をし、乗り越えたいと思います。皆
様のご協力、ご理解を何卒お願い致します。


